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1．水道法における水道施設の耐震化に関する規定 
○水道法第 5 条第 4 項に基づく「水道施設に関する技術的基準を定める省令」におい

ては、水道施設の耐震化に関して以下のような事項が定められており、耐震化計画は

これを基本にする。 
・災害その他非常の場合に断水その他の給水への影響ができるだけ少なくなるよう

に配慮されたものであるとともに、速やかに復旧できるように配慮されたもので

あること。（第 1 条第 4 号） 
・次に掲げる施設については、レベル１地震動に対して、当該施設の健全な機能を

損なわず、かつ、レベル２地震動に対して、生ずる損傷が軽微であって、当該施

設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。（第 1 条第 7 号イ） 
(1) 取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設 
(2) 配水施設のうち、破損した場合に重大な二次被害を生ずるおそれが高いもの 
(3) 配水施設のうち、(2)の施設以外であって、次に掲げるの 

(ⅰ) 配水本管（配水管のうち、給水管の分岐のないものをいう。以下同じ。） 
(ⅱ) 配水本管に接続するポンプ場 
(ⅲ) 配水本管に接続する配水池等（配水池及び配水のために容量を調節する設

備をいう。以下同じ） 
(ⅳ) 配水本管を有しない水道における 大容量を有する配水池等 

・上記以外の施設は、レベル１地震動に対して、生じる損傷が軽微であって、当該

施設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。（第 1 条第 7 号ロ） 
・この省令の施行の際現に設置されている水道施設であって、基準に適合しないも

のについては、その施設の大規模の改造の時までは、これらの規定を適用しない。

（付則） 
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2．上位計画における耐震化の方針 
国土強靱化基本計画・同アクションプラン 2014、新水道ビジョンでは、水道施設の耐

震化の方針を以下のように示しており、耐震化計画はこれらと整合を図って策定する。 

 

(1) 国土強靱化基本計画（平成 26年 6月 3日閣議決定） 

国土強靱化アクションプラン 2014（平成 26 年 6月 3日 国土強靱化推進本部） 

○国土強靱化基本計画では、地震等の大規模自然災害において、起きてはならない 悪

の事態として、「上水道等の長期間にわたる供給停止」をあげ、施策の推進方針とし

て以下を示している。 
・ライフライン（電気、ガス、上下水道、通信）の管路や施設の耐震化、各家庭・地

方公共団体等における飲料水等の備蓄、代替機能の確保を図る。 
・事業者における BCP/BCM の構築を促進することにより、迅速な復旧に資する減

災対策を進める。 
○国土強靱化アクションプラン 2014 では、推進計画・主要施策として、以下を示して

おり、上水道の基幹管路の耐震適合率を 平成 24年度の 34％から、平成 34年度に 50％
とすることを目標としている。 

 ・耐震化を推進するとともに、都道府県や水道事業者間の連携や人材の育成、ノウハ

ウの強化等を推進する。 
・当面、各水道事業者が耐震化計画の策定を進め、これに基づいて基幹となる管路や

配水池、浄水施設に加え、断水エリア、断水日数の影響が大きい施設、管路を優先

して耐震化を進める。また、重要度の高い施設（病院、避難所等）を設定し、これ

らの施設への供給ラインから優先的に耐震化を実施する。 
・水道事業を経営する地方公共団体間における共同訓練、応急給水の準備対応に資す

る連携強化、住民との訓練、避難所や応急給水場所の周知等を行う。 
・自家用発電設備等の整備促進、省電力化、配水池の増強、再生可能エネルギー等の

導入等を促進する。 
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(2) 新水道ビジョン（平成 25年 3月 厚生労働省健康局） 

○新水道ビジョンでは、重点的な実現方策として、危機管理対策を示しており、その中

で水道施設の耐震化（ハード対策）について以下の方針を示している。 
 

・耐震化計画の策定を推進し、全国で耐震化を推進し、水道施設耐震化率の底上げを。 
・当面の目標として、優先的に重要な給水施設（病院、避難所など）をあらかじめ設

定のうえ、当該施設への供給ラインについて早期の耐震化を。 
・将来は、水道の基幹施設の全てについて耐震化の実現を。 

 
○また、優先的に実施する必要性の高いものを１０年程度で実施し、次に断水エリア、

断水日数の影響が大きい施設・管路を優先して耐震化を推進し、 終的には耐震化が

必要な施設の全てをクリアすることで、５０年から１００年先には水道施設全体が完

全に耐震化することを水道事業等の耐震化計画策定に盛り込むことを求めている。 
○さらに、新水道ビジョンでは、危機管理体制等の強化（ソフト対策等）について、以

下の対策を示している。 
  ・BCP などの事前の応急対策 

・資機材等確保対策 
・応急給水の準備対応 
・危機管理マニュアル等の整備 
・停電を想定したエネルギー確保対策 
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章節項 ページ 診断方法等 資　　料　　名 章節項タイトル,ページ

浄水施設簡易耐震診断の手引き -大地震に備えて-
（平成26年6月）公益財団法人 水道技術研究センター
http://www.jwrc-net.or.jp/chousa-kenkyuu/keinenka/taishin/0_all.pdf

資料5 簡易耐震診断表 - 水源（P3-37～P3-41）
資料5 簡易耐震診断表 - 導水隧道/開渠 暗渠（P3-42～P3-43）
資料5 簡易耐震診断表 - PCタンク（P3-44）
資料5 簡易耐震診断表 - 高架水槽（P3-45）
資料5 簡易耐震診断表 - 場内配管（P3-46）
資料5 簡易耐震診断表 - 有蓋・無蓋池状構造物（P3-47）
資料7 地盤液状化の判定方法（P3-55～P3-56）

水道施設機能診断マニュアル（平成23年3月）
公益財団法人 水道技術研究センター

資料8 耐震性の簡易評価 - ポンプ設備（P246）
資料8 耐震性の簡易評価 - 水管橋/添架管（P249～P250）

地震による管路被害予測の確立に向けた研究報告書
（平成25年3月）公益財団法人 水道技術研究センター
http://www.jwrc-net.or.jp/shuppan/2012-03gaiyou.pdf

全文

管路の耐震化に関する検討会報告書（平成26年6月）
平成25年度管路の耐震化に関する検討会
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-
Kenkoukyoku/taisinkahoukokusyo6_27.pdf

全文

大規模地震に対するダム耐震性能照査指針（案）・同解説
（平成17年3月）国土交通省河川局
http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/bousai/daml2/pdf/daml2.pdf

全文（P1～P26）

水道施設耐震工法指針・解説 2009年度版
社団法人 日本水道協会

4.1.4.2 ダム及び付属工作物（各論,P22～P25）

道路土工のり面・斜面安定工指針（平成11年3月）
社団法人 日本道路協会

3. 設計と施工 - 切土のり面、盛土のり面（P136～P204）

道路土工擁壁工指針（平成11年3月）
社団法人 日本道路協会

第3章 補強土擁壁（P132～149）

2.1.1 1) (2)ｱ) 10 地盤の液状化計算等
水道施設耐震工法指針・解説 2009年度版
社団法人 日本水道協会

3.1.9 地盤の液状化と側方流動（総論,P75～P83）

2.1.1 1) (2)ｲ) 11 土木構造物の構造計算等
水道施設耐震工法指針・解説 2009年度版
社団法人 日本水道協会

3.4 液状構造物等の耐震計算法（総論,P112～P143）

水道施設耐震工法指針・解説 2009年度版
社団法人 日本水道協会

3.6 水道施設における建築物の耐震計算法（総論,P153～P158）
4.3 建築物 - 構造計算（各論,P79～P103）

建築構造設計基準及び同解説（平成16年版）公共建築協会
鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（1999年版）日本建築学会
鋼構造設計規準（2002年版）日本建築学会
鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（2001年版）日本建築学会
壁式構造関係設計規準・同解説（2001年版）日本建築学会
建築基礎構造設計指針・同解説（1988、2001年版）日本建築学会
プレストレストコンクリート設計施工基準（1998年版）日本建築学会
建築物の構造関係技術基準解説書（2007年版）日本建築センター
地震力に対する建築物の基礎の設計指針（平成7年版）日本建築センター
建築非構造部材の耐震設計指針（昭和62年）公共建築協会
官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平成8年版）公共建築協会
建築設備耐震設計・施工指針（2005年版）日本建築センター

全文

区分
本指針に示す診断方法等 参考指針・基準

簡
易
耐
震
診
断
等

2.1.2 1) 12 簡易耐震診断

2.2.1 1) (1) 13 管路の被害想定

詳
細
耐
震
診
断

2.1.1 1) (1) 10 ダムなどの貯水池における
土堰堤等の安定性の検討

2.1.1 1) (2)ｱ) 10 法面等における安定計算等

2.1.1 1) (2)ｲ) 11 建築構造物の構造計算等

 
3．診断方法等に関する指針・基準 
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章節項 ページ 診断方法等 資　　料　　名 章節項タイトル,ページ

水道施設耐震工法指針・解説 2009年度版
社団法人 日本水道協会

4.4.2 機械・電気計装設備の耐震設計・施工（各論,P105～P109）

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について（内規）
http://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/aa731.pdf

全文

建築設備耐震設計・施工指針（2005年版）日本建築センター 全文

2.1.1 1) (2)ｳ)
2.2.1 1) (1)

11
13

埋設管路の耐震計算
水道施設耐震工法指針・解説 2009年度版
社団法人 日本水道協会

3.2 埋設管路の耐震計算法（総論,P87～P92）
Ⅶ 埋設管路の耐震計算法（総論,P257～P272）

2.2.1 1) (3) 14 水管橋等の構造計算等
水道施設耐震工法指針・解説 2009年度版
社団法人 日本水道協会

3.5 水管橋及び水路橋の耐震計算法（総論,P144～P152）

東日本大震災水道施設被害状況調査最終報告書
（平成25年3月）厚生労働省健康局水道課
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/houkoku/suidou/130801-1.html

2. 水道施設の被害状況 - 東日本大震災
　・2.2拠点施設の被害状況とその要因・課題（P2-2～2-70）
　・2.3管路の被害状況とその要因・課題（P2-71～P2-120）

平成23年（2011年）東日本大震災水道施設被害等現地調査団報告書
（平成23年9月）厚生労働省健康局水道課,社団法人 日本水道協会
http://www.jwwa.or.jp/houkokusyo/houkokusyo_18.html

全文

平成23年（2011年）東日本大震災における管本体と管路付属設備の
被害調査報告書（平成24年9月）社団法人 日本水道協会
http://www.jwwa.or.jp/upfile/upload_file_20120926001.pdf

全文

事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-
（平成25年8月改定）内閣府防災担当
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline03.pdf

全文

危機管理対策マニュアル策定指針 - 地震対策（平成19年2月）
厚生労働省健康局水道課
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kikikanri/chosa-0603.html

全文

地震等緊急時対応の手引き（平成25年3月改訂）公益社団法人 日本水道協会
http://www.jwwa.or.jp/upfile/upload_file_20130325002.pdf

全文

計
画
の

策
定

5.1 37～39 整備費の算出 水道事業の再構築に関する施設更新費用算定の手引き（平成23年12月）
厚生労働省健康局水道課
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/houkoku/suidou/tp120313-
1.html

全文

耐
震
化

の
効
果

5.3 3) 39～40 費用対効果
水道事業の費用対効果分析マニュアル（平成 23 年7 月）
厚生労働省健康局水道課
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/jouh
ou/other/o7.html

全文

耐
震
化

全
般

全文 － －
水道の耐震化計画等策定指針の解説（平成20年10月）
公益財団法人 水道技術研究センター

全文

区分
本指針に示す診断方法等 参考指針・基準

応
急
対
策

4.4～4.6 31～36 応急復旧、応急給水、
危機管理体制

詳
細
耐
震
診
断

2.1.1 1) (3) 11 設備の耐震計算

被
害
状
況

2.1～2.2 10～15 東日本大震災等の被害状況
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4．業務指標（ＰＩ）等の説明 
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区　分

・計算式
耐震管延長
管路総延長

・変数の定義

・正確性

・信頼性

・解説

・留意事項

・計算式
基幹管路の耐震管延長
基幹管路の管路総延長

・計算式
基幹管路の耐震適合管延長

基幹管路の管路総延長

・計算式
重要給水施設耐震基幹管路延長

重要給水施設基幹管路延長

・計算式
重要給水施設耐震管路延長

重要給水施設管路延長

※出典：事務連絡　平成26年8月19日　厚生労働省健康局水道課「平成25年度重要給水施設管路の耐震化に係る調査結果について」

　－

※出典：水道の耐震化計画等策定指針の解説（平成20年10月）財団法人 水道技術研究センター

基幹管路の耐震適合率

被
害
発
生
の
抑
制

管路の耐震化率（PI：2210）

管路の耐震化率 （％）　＝　 　　×　　100

   耐震管とは、導・送・配水管における耐震型継手を有するダクタイル鋳鉄管、鋼管及び水道配水用ポリエチレン管(高密度)をいう。ダク
タイル鋳鉄管の耐震型継手とは、S形、SⅡ形、NS形、US形、UF形、KF形、PⅡ形など離脱防止機構付き継手をいう。鋼管は溶接継手に
限る。水道配水用ポリエチレン管は熱融着継手に限る。また、管路内配管(PIP、シールド内配管)は、耐震を考慮した場合は含む。
   耐震管延長とは、導・送・配水管における耐震型継手を有する上記管種の総延長をいう(km)。
   管路総延長とは、実際に供用している導水管、送水管、配水管の総延長のことをいう(km)。管理していても廃止管は含まない。

　 資産台帳に記録されているデータに基づき、上記の定義に従って、必要に応じて見直すことによって正確なデータが得られる。不確実
である場合は業務指標に＊を付ける。

　 管路内配管（PIP）は、耐震を目的とした場合は含む。耐震管に水道配水用ポリエチレン管を含める場合は業務指標に＊を付ける。

　導・送・配水管路の耐震化の進捗状況を表しており、地震災害に対する水道システムの安全性、危機対応性を示すものである。
　水道配水用ポリエチレン管の使用実績は少なく、十分に耐震性能が検証されるには未だ時間を要すると考えられるので、これを耐震管
に含めた場合は業務指標に＊を付けることとした。

　 水道における震災対策の基本は、市民の生命・生活を預かる水の供給であり、応急復旧・応急給水対策とともに、管路施設の耐震化
により予め被害低減化対策を講じることが求められている。

※出典：水道事業ガイドライン（平成17年1月17日制定）日本水道協会 工務常設調査委員会 審議

重要給水施設管路耐震化率

重要給水施設管路耐震化率 （％）　＝　 　　×　　100

   重要給水施設管路のうち、耐震管路の延長を把握するもので、重要給水施設へ供給する管路ルートのうち何％が耐震化済みなのか
を算出する。
　 重要給水施設管路延長は、重要給水施設に給水するための供給管路（導水管、送水管、配水本管、配水本管から分岐し重要給水施
設に供給する配水管等）の延長を算出する。
　 重要給水施設耐震管路延長は、重要給水施設に給水するための供給管路のうち、耐震化済みの管路延長を算出する。

基幹管路の耐震適合率 （％）　＝　 　　×　　100

   基幹管路の耐震適合性がある管とは、「平成18年度管路の耐震化に関する検討会報告書」における管路の耐震性能評価に加え、「平
成25年度管路の耐震化に関する検討会報告書」における東日本大震災の管路被害率調査結果等を参考にして設定する。

※出典：平成18年度管路の耐震化に関する検討会報告書、平成25年度管路の耐震化に関する検討会報告書

重要給水施設基幹管路耐震化率

重要給水施設基幹管路耐震化率 （％）　＝　 　　×　　100

   重要給水施設基幹管路のうち、耐震管路の延長を把握するもので、重要給水施設へ供給する基幹管路ルートのうち何％が耐震化済
みなのかを算出する。
　 重要給水施設基幹管路延長は、重要給水施設に給水するための供給管路のうち、基幹管路（導水管、送水管、配水本管等）の延長を
算出する。
　 重要給水施設耐震基幹管路延長は、重要給水施設に給水するための基幹管路（導水管、送水管、配水本管等）の延長のうち、耐震
化済みの管路延長を算出する。

基幹管路の耐震化率

基幹管路の耐震化率 （％）　＝　 　　×　　100

  基幹管路の耐震管は、管路の耐震化率（PI：2210）に準拠する。
  基幹管路の耐震管延長とは、基幹管路における耐震型継手を有する上記管種の総延長をいう(km)。
  基幹管路の管路総延長とは、実際に供用している基幹管路の総延長のことをいう(km)。管理していても廃止管は含まない。

指　　　　標
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5．耐震化に係わる国庫補助等 
(1) 厚生労働省関係 

補助項目等 内　容

緊急時給水拠点
確保等事業

○災害等緊急時における給水拠点の確保のために行う配
水池、緊急時用連絡管、貯留施設、緊急遮断弁、大容量
送水管、重要給水施設配水管の整備事業及び基幹水道構
造物の耐震化事業（ 補強又は改築・更新）に対して補
助を行っている。

水道管路耐震化等
推進事業

○老朽化した管路の更新事業、厚生労働大臣が必要と認
める対象区域において、直結給水を可能とするために必
要な施設整備を行う事業、鉛製の水道管を更新する事業
及び管路において災害復旧を実施した部分から厚生労働
大臣が認める区間までを耐震化する事業に対して補助を
行っている。

　※老朽化管路更新事業の対象
　・敷設後20 年以上経過した塩化ビニル管
　（接着接合の継手など耐震性の低い継手を有する
　　ものに限る）
　・鋳鉄管及びコンクリート管
　・布設後30年以上経過したダクタイル鋳鉄管

事業区分

厚生労働省
による
交付金

水道施設等耐
震化事業
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(2) 総務省関係 

補助項目等 内　容

総務省
消防庁
による
国庫補助

○地方公共団体の消防防災施設の整備を促進することを
目的として、耐震性貯水槽、備蓄倉庫（地域防災拠点施
設）等の整備に補助を行っている。

防災対策事業 防災基準整備事業 消防防災施設の整備に関する事業で，災害対策基本法
（昭和３６年法律第２２３号）に基づく地域防災
計画と整合性を図りつつ行う事業に対して財政措置を
行っている。

ア 防災拠点施設（地域防災センター等）
イ 防災資機材等備蓄施設及び拠点避難地
ウ 非常用電源
エ 津波避難タワー等の緊急時に避難又は退避するため
の施設
オ 避難路・避難階段
カ 指定緊急避難場所や指定避難所において防災機能を
強化するための施設
キ 緊急消防援助隊の広域活動拠点施設
ク 緊急消防援助隊の編成に必要な施設
ケ 消防団に整備される施設
（ア）指揮広報車
（イ）消防ポンプ自動車
（ウ）消防団情報伝達システム
（エ）消防団拠点施設 等
コ 消防水利施設
（ア）防災井戸
（イ）耐震性貯水槽
（ウ）防火水槽
　等々

建設改良事業等 ○水道施設や管路等の整備や更新等

災害対策事業

○送・配水管の相互連絡管等の整備事業、配水池能力の
増強事業、緊急遮断弁の整備事業、応急給水槽の整備事
業及び自家発電設備の整備事業（主として施設運転用電
力に係るものに限る）に係る事業に対して財政措置を
行っている。
○浄水場、配水池等の基幹水道構造物の耐震化事業（更
新・改築事業を対象とする。ただし，耐用年数を経過し
た施設の更新・改築事業は除く）に対して財政措置を
行っている。
○末端供給水道事業者が実施する水道管路（鋳鉄管、コ
ンクリート管、塩化ビニル管及び石綿セメント管に限
る）の耐震化事業に係る事業に対して財政措置を行って
いる。

事業区分

消防防災施設整備費補助金

総務省
自治財政局
による
地方財政措置

上水道事業
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6．他事業体の耐震化計画事例 
(1) 耐震化計画の施策の例（福岡市） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○計画全体

http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/39114/1/taisinkakeikaku_zenbun.pdf
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(2) 耐震化計画の策定手順の例（豊中市） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○計画全体 
http://www.tcct.zaq.ne.jp/toyonaka_suidou/06_annai/02_keiei/08_var_plans/eq_resis
t_plan.pdf
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(3) 構造物等の診断結果の例（山形県企業局） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○計画全体 
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kigyo/500015/taisinkakeikaku.html
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(4) 水道施設の被害想定の例（福山市）       1/4 
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2/4 
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3/4 
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4/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○計画全体 
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/26715.pdf
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(5) 管路施設の耐震化の例（神戸市）        1/2 
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2/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○計画全体 
http://www.city.kobe.lg.jp/safety/prevention/water/img/010.pdf
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(6) 水道システムの耐震化の例（東京都水道局） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○計画全体 
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/suidojigyo/shinsai/pdf/s_keikaku_3.pdf?1
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(7) 応急給水の検討の例（山武市） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○計画全体 
http://www.city.sammu.lg.jp/uploaded/attachment/3966.pdf
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(8) 仮設給水の例（札幌市） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○計画全体 
http://www.city.sapporo.jp/suido/c02/c02third/58.html
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(9) 耐震化の効果の検証の例（豊中市）       1/2 
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2/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○計画全体

http://www.tcct.zaq.ne.jp/toyonaka_suidou/06_annai/02_keiei/08_var_plans/eq_resis
t_plan.pdf 
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7．水道耐震化プロジェクトによる水道耐震化ポータルサイト 
 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、管路をはじめとする水道施設に甚

大な被害が発生し、市民生活にも大きな影響が生じました。改めて水道施設の耐震化の

重要性がクローズアップされましたが、その一方で、水道界をとりまくさまざまな課題

から耐震化が思うように進捗していないのが現状です。 
こうした状況を踏まえ、厚生労働省と水道関係各団体は、水道施設耐震化に関する広

報ＰＲを水道界全体としてより効率的・効果的に行うことを目的に、「水道耐震化推進

プロジェクト」を立ち上げました。本プロジェクトでは、①ステークホルダーに応じた

広報施策の展開、②オープンな情報発信によるリスク・コミュニケーションの構築、③

情報の見える化（抽象的な表現の排除）、④各水道事業体の規模等に応じた効果的な広

報と広域的連携、の 4 つのテーマの下、活動を展開してまいります。 
 本ポータルサイトは、「水道耐震化推進プロジェクト」の一環として、公益財団法

人水道技術研究センターが水道事業体をはじめ水道利用者等に対し、耐震化に係る様々

な情報を発信するために設立いたしました。本ポータルサイトが発信する情報が、水道

施設耐震化の重要性・必要性を広く周知するための一助となれば幸いです。 
 
（プロジェクト構成団体） 

厚生労働省 
公益社団法人日本水道協会 
公益財団法人水道技術研究センター 
一般社団法人日本水道工業団体連合会 
一般社団法人全国上下水道コンサルタント協会 
全国管工事業協同組合連合会 
株式会社日本水道新聞社 
株式会社水道産業新聞社 

 
 
水道耐震化ポータルサイト  http://suido-taishin.jp/ 

 


